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一時預かりとは、下記の様々な事由により、お子さんを家庭で保育することが困難になった場合に認可保育施

設でお預かりする制度です。 

 

【対象者】 

市川市に住民登録されている、７ヶ月以上から小学校就学前のお子さん 

※同居する人のいずれもが保育にあたれない、もしくは困難なことが条件です（リフレッシュを除く）。 

※幼稚園や保育園に在園されているお子さんは原則としてご利用できません。 

 

【日時】  月曜日～金曜日 ９：００～１７：００ 

 

【保育施設】 

一時預かり実施保育施設一覧（公立 P3・私立 P4）を参照ください。 

※より多くの方にご利用いただくため、１ヶ月内（例：４月１日～４月３０日）で複数の保育施設は 

ご利用できません。 

※保育施設の空き状況により、最大の日数まで利用できない場合もございます。 

※ご利用にあたり、保護者とお子さん同伴での『面接』が必要です。 
 

 

【利用要件】 

１． 一時的に保育が困難な場合 （月１５日が限度） 

① 就労・就労面接・就学・職業訓練 

保護者の就労や就労の面接、就学、職業訓練等により断続的に家庭での保育が困難となる方 

（例）○週に２～３日の就労 ○会社面接  ○ハローワーク面接等 

         ※「求職活動」の場合、利用できる期間は２ヶ月間です。 

 

② 緊急・一時的な場合 

保護者の出産、傷病、事故、介護、看護、災害等社会的に止むを得ない理由により緊急・一時的に

家庭での保育が困難となる方 

（例）○出産のため１週間入院する  ○祖母が入院したので付き添いが必要 

※「出産」の場合、利用できる期間は出産予定月とその前後２ヶ月間（合計５ヶ月間）です。 

 

③ 裁判員に選ばれた場合 

 『裁判員の参加する刑事裁判に関する法律』に定める裁判員候補者の呼び出し及び裁判員の出

頭に応じる場合 

 

２． 育児中のリフレッシュの場合 （月２日が限度） 

（例） 〇育児の合間のリフレッシュ 〇健康診断 〇単発の通院 
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【手続き】 

各保育施設に直接ご連絡いただき、空き状況を確認のうえ、親子同伴の面接予約をしてください。 

※受付時間は、１３時～１７時です。 

 

１．利用申し込み 

面接時に「一時預かり事業利用申込書」と下記必要書類をご提出ください。 

    ○必要書類（お子さんと同居している方全員分が必要です） 

事由 必要書類 

就労 就労証明書 

求職活動 求職活動申告書 

就学 在学証明書（学生証）と授業時間割 

出産 母子健康手帳の写し（表紙および分娩予定日のページ） 

保護者の疾病・障害 診断書、通院証明書、身体障害者手帳など 

介護・看護 診断書、身体障害者手帳など 

裁判員制度に応じる 裁判制度に基づく呼出状 

リフレッシュ なし 

 

２．保育施設での面接   

事前に保育施設でお子さんと一緒に面接を受けていただきます。 

 

３．利用開始             

保育施設で指定の｢利用明細票｣に、利用日毎の開始・終了時刻を記入してください。 

 

４．利用終了      

利用理由がなくなった場合は、「一時預かり事業利用辞退届」を保育施設に提出してください。 

(利用承認等通知書の下部が辞退届になっています。) 

※「辞退届」提出後、再度利用する場合や申請理由に変更があった場合は、同じ年度内でも新たに申請

が必要になります。 
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◆公立保育施設のご案内◆ 

※公立と私立とで、利用料の計算方法や支払方法が異なりますのでご注意ください。 

※私立の一時預かりをご利用の場合は、「私立保育施設のご案内」（P4）をご確認ください。 

 

保育施設名 所在地 電話番号 申し込み先 

 平田保育園 平田１－２０－１６ ０８０-７４６１-０９６４★ 
直接各保育園へ 

お申込みください。 

受付時間は 

１３～１７時です。 

 行徳保育園 行徳駅前４－２２－１７ ０８０-９７０６-８１２０★ 

鬼高保育園 鬼高１－１１－２０ ０７０-６６６８-３５０３★ 

塩焼第２保育園 塩焼３－１１－１５ ０８０-７１８２-９３７６★ 

 新田第２保育園 新田２－１－２４ ０８０-９６９１-０１９１★ 

★印は一時預かり専用ダイヤルです。 

【利用料】 

 年 齢 利 用 料 金  

利用料 

３歳未満児クラス 

  

３００円/１時間（枠）  予約枠・利用枠は正時（●●時ちょうど）～正時 

（例）９時３０分～１０時３０分のご利用の場合

は、９時枠・１０時枠の２枠ご利用として取り扱い

ます。 

３歳以上児クラス ２００円/１時間（枠） 

昼食料 ３００円/１回 
利用する方は前日までに、保育施設にお申込

みください。 

 

【利用料の支払方法】 

公立は、原則としてご利用日ごとに各園でキャッシュレス決済によるお支払いとなります。 

★キャッシュレス決済 

クレジットカード（一括）、電子マネー（交通系 IC、WAON、QUICPay等）、QRコード（PayPay，

auPay,ｄ払い等）がご利用いただけます。 

 

★納付書払い 

 やむを得ずキャッシュレス決済を利用できない方は、利用月の翌月に１カ月分をまとめて「納付通

知書」を郵送いたしますので納期限までに指定金融機関の窓口（１５時まで）でお支払いください。

（コンビニエンスストア・郵便局・ＡＴＭではお取扱いできません。） 

 

※利用料を滞納している場合はご利用をお断りすることもありますので、ご了承ください。 

 

【利用内容等のお問い合わせ】 

市川市 幼保施設管理課 運営支援グループ  電話 ７１１－１７９２（直通） 

 

【お申込みのお問い合わせ】 

空き等のご確認、お申込みは直接保育施設へお願いします。 

※面接時には、必ず母子健康手帳をご持参ください。 

  ※なお、リフレッシュ以外の要件でご利用の方は、要件確認のため就労証明書・診断書等が面接時

に必要になります。 
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◆私立保育施設のご案内◆ 

※公立と私立とで、利用料の計算方法や支払方法が異なりますのでご注意ください。 

※公立の一時預かりをご利用の場合は、「公立保育施設のご案内」（P3）をご確認ください。 

 

保育施設名 所在地 電話番号 申し込み先 

国府台保育園 国府台２－９－１３ ３７２－３７４０ 
直接 

各保育施設

へお申込みく

ださい。 

 

百合台保育園 曽谷３－１１－１ ３７４－０７８９ 

さくらんぼ保育園 市川南２－６－２２ ３２２－３３３４ 

市川キッズステーション 市川南１－１０－１ ３Ｆ ３２２－８７３３ 

市川大野ナーサリースクール 大野町３－１４３８－１ ３３９－３３３１ 

市川どろんこ保育園 鬼越２－１８－１７ ３０２－７３３３ 

風の谷こども園 北国分４－１０－３ ３７５-２７００ 

 

【利用料】 

 年 齢 利 用 料 金  

利用料 
３歳未満児クラス  ３００円/１時間 利用時間に応じ、分単位の端数は利用日毎

に１時間に切り上げさせていただきます。 ３歳以上児クラス ２００円/１時間 

昼食料 ３００円/１回 
利用する方は前日までに、保育施設にお申

込みください。 

 

【利用料の支払方法】以下のどちらかをお選びください。 

★スマートフォンを利用したＱＲコード決済（クレジットカードまたは PayPay） 

 利用月の翌月に、決済に必要なＱＲコードが記載された通知を郵送いたします。ＱＲコードを読み

取り、納期限までにお支払いください。（領収書の発行はできません。） 

 

★納付書払い 

 利用月の翌月に納付書を郵送いたします。納期限までに指定金融機関の窓口（１５時まで）でお支

払いください。（コンビニエンスストア・郵便局・ＡＴＭではお取扱いできません。） 

 

※利用料を滞納している場合はご利用をお断りすることもありますので、ご了承ください。 

 

 

●上記の保育施設のほか、独自に一時預かりを実施している保育施設もあります。 

利用要件・料金・時間等については直接、下記までお問い合わせください。 

保育施設名 所在地 電話番号 

南八幡さくら保育園 南八幡３－９－１ ３１４－４１９０ 

K'ｓ garden 真間駅前保育園 真間１－１２－４ ７０４－９９６６ 

アスク行徳保育園 行徳駅前１－５－１４河幸第１５ビル ７０１－１１１７ 

おおわだ保育園 東大和田２－６－２ 080-7168-1935 

（一時預かり専用） 

 

 

【利用内容等のお問い合わせ】 

市川市 こども施設入園課 運営費グループ  電話 ７１１－１７９１（直通） 

 

【お申込みのお問い合わせ】 

空き等のご確認、お申込みは直接保育施設へお願いします。 

  ※なお、リフレッシュ以外の要件でご利用の方は、要件確認のため就労証明書・診断書等が面接時

に必要になります。 


